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全国健康保険協会が実施する生活習慣病にかかる 

重症化予防事業の推進について 

 

 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という)が実施する生活習慣病にかか

る重症化予防事業については、平成 25 年 9 月 26 日付（地Ⅲ114)の文書をもって、都道

府県医師会、郡市区医師会宛てにご連絡申し上げたところであります。 

今般、平成 27年度においても引き続き当該事業を実施する旨、本会に対して情報提供

がありましたのでご連絡申し上げます。 

具体的には、別紙１のとおり、協会けんぽが 35 歳以上 75 歳未満の被保険者を対象に

実施している「生活習慣病予防健診」を受診した者のうち、一定の基準に該当する者に

対し、かかりつけ医への受診勧奨を行うこととされております。 

なお、今年度においては当該事業の実施支部が拡大されることとなっておりますが、

一部の地域については、協会けんぽ支部の独自の方法で実施されており、本事業の対象

地域とはなっておりません。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご承知いただきますとともに、該

当地域におきましては、貴会管下郡市区医師会、および関係会員等ヘの周知方ご高配の

ほどよろしくお願い申し上げます。 
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公益社団法人日本医師会御中

平素より全国健康保険協会の運営につきましては、格段のご高配を賜り、厚く御礼

を申し上げます。

全国健康保険協会は、加入者の方々の健康づくり及び生活習慣病の予防を推進する

ため、平成25年9月に、協発130925-05号「生活習慣病にかかる重症化予

防事業の推進について」でご連絡しましたとおり、平成25年10月より、生活習慣

病予防健診の血圧値・血糖値で要治療と判定されながら、速やかに医療機関を受診し

ていない方々へ、かかりつけ医への受診勧奨を実施しております。

これまでに、平成25年度の健診受診者については、平成26年10月末までに約

24万人の方々へ、平成26年度(4~9月)の健診受診者については、平成27年

3月末までに約13万人の方々へ通知を送付している状況です。

こうしたなか、受診勧奨の対象となられた方々の中には、生活習慣病の重症化によ

り入院されている方々もおられるなど、本事業は非常に緊急性の高い事業であり、こ

うした方々へより一層推進し、加入者の方々の健康の保持増進をすすめていく必要が

あると考えております。

つきましては、平成27年度についても引き続き本事業を実施するとともに、呂1絲氏

1のとおり、本事業の実施支部が拡大しておりますので、何卒ご配慮いただきますよ

うお願いいたします。

生活習慣病にかかる重症化予防事業の推進について

協保発第150401-03号

平成 2 7年4月1日

全国健康保険協 同唄禽eA国

ぎ冷雁
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27年度協会けんぽにおける重症化予防事業の取組みについて

事業概要

生活習慣病予防健診(※)の結果データの中で、血圧値・血糖値が要治療と判定されたに

もかかわらず、医療機関を受診していない治療放置者に対して、かかりつけ医への受診勧奨

を実施する。

※全国健康保険協会が実施(費用の一部負担)しており、全国健康保険協会の被保険者(3

5歳以上75歳末満)が受診することができる。

2 一次勧奨(46都道府県の支部で実施)

※福岡支部では独自の方法で実施

①対象者

・46都道府県内の健診機関で健診を受診した者

・40歳以上75歳未満の生活習慣病予防健診受診者休劇呆険者)

・以下の基準のいずれかひとつでも該当する者

井"き・二汽,'11鱸

ξ,i、百シ■"血ゑ止、11

160mmH今以上

・健診受診前月及び健診受診後3力月以内に医療機関を未受診の者

②実施方法

.協会本部において、一次勧奨通知を一斉発送し、問合せ先は各都道府県の支部とする。

なお、問合せ先は、対象者が受診した健診機関の所在地を管轄する支部とする。

③27年度通知発送スケジュール

別紙1

泳無張襲釜爵瓢
10ommH牙以上

通節ご惣i,向留
魯贄翻"'

※7回から12回については予定です。

,冨゛_゛、グ'ヰ・ H寺 lj,玉、、冷,亘.
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翻戦
5/フ

二次勧奨(43都道府県の支部で実施)

※静岡、愛知、香川、福岡支部では独自の方法等で実施

5/29

難競

126mg/d1以上

①対象者

・43都道府県内の健診機関で健診を受診した者

・一次勧奨対象者の内、以下の基準のいずれかひとつでも該当する者

6/30

謬雛面欝

、之締fl'1玉btA、1ず;蜜が'"む

フ/31

1町鎚劇゛既豊智.
'雄壺薪'

漆^^羅

6.5%以上(NGSP値)

8/31

兜薛拠H.ゞ1由皇
導瓦詞戸'耳鬮■W敗耽粧

180mmH今以上

②実施方法

・一次勧奨通知送付後、協会支部において電話または文書等により実施する

9/30

熊1翠ξ然武匂又

翻力鳳畷
10/30

N苧",゛

欝^ゞ凱1^鶚篝ゞ^1

11/30

斈弐¥ε1舗゛§匡鼠キ§、t

嘉ξ器1即,;1§

ⅡommH容以上

qlo、回琴

ν6 ν30

字製碁之ミ啼゛綿遭

江'回ミ妾苗捗導1通劇゛無

魂登墾腹1赴賢鄭泌

2/29

γ弓〕"1垂i声'金ヨ畿嘉

野一隠俳励轟蒔J空

160m牙/d1以上

別31

瓢嘩1獄1'識、Hお遜1運ず悔ι籬■
8.4%以上(NGSP値)
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